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都 市 建 設 委 員 会 資 料 

令和３年２月１７日 

土木部みどりと公園課 

 

 

 

専決処分の報告について 

 

 

 １ 報告件名 

    緑道内での転倒事故に係る示談処理 

 

 ２ 事故の概要 

    令和２年９月１４日、区が管理する前谷津川緑道において、隆起していた樹

木の根の部分に躓き転倒し、頭部を地面に強打した。 

 

 ３ 専決処分年月日 

    令和３年１月７日 

 

 ４ 専決処分の内容 

    区は、本事故による損害額に相当する金額を被害者に支払うこととし、今後、

区と被害者との間に書面に定めるほか何ら債権債務が存しないことを確認す

る示談書を取り交わした。 

 

 ５ 示談金額 

    金１４，５８０円 

 

    なお、示談に要する損害賠償金は、特別区自治体総合賠償責任保険により、

全額が補てんされる。 

 

 ６ 示談の相手方 

    区内在住 男性 
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全景 

 

近景 

 



専決処分の報告について「緑道内での転倒事故に係る示談処理」

石川橋公園

徳石公園

昆虫公園

案内図

事故箇所（前谷津川緑道）

徳丸５丁目３番地先
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